
水道事業の最大の使命は、現在及び将来にわたり都民生活や首都東京の都市活動に欠かすことの

できない清浄な水を安定して供給することにある。この使命を確実に果たすとともに、多様化・高

度化する都民ニーズに着実に応えていくため、都は従来から一貫して水道需要に対応した水源の確

保、水道施設の整備・拡充、水質管理体制の強化、お客さまサービスの向上等に努めてきた。

この結果、今日では、総体として世界一の水道システムを有する事業に発展しているが、今後と

も、基幹ライフラインとしての使命を全うしていくために、ハード・ソフト両面にわたり、将来を

見据えた取組を推進するとともに、さらに強固な経営基盤を確立し、公共性と効率性を両立させな

がら、責任を持って安全でおいしい高品質な水を安定して供給していく必要がある。

令和２年度は、「東京水道経営プラン２０１６」の最終年度として、基幹ライフラインの運営、取

組の進化・発信、支える基盤の３つの柱に沿って、計画に掲げた主要施策を中心に、事業を着実に

推進した。

一方、都の水道事業を取り巻く状況は、今後、人口減少に伴い、水道需要と料金収入が減少するこ

とが予想される中、大規模浄水場が一斉に更新時期を迎えるなど、著しく変化することが予想され

る。

こうしたことを踏まえ、2040 年代を視野に、おおむね 20 年間について、東京水道が目指すべき将

来の姿と、その実現に向けた取組の方向性を示した ｢ 持続可能な東京水道の実現に向けて�東京水

道長期戦略構想２０２０｣を令和２年７月に策定した。

この長期戦略構想で掲げた目指すべき将来の姿を実現するため、10 年後の施設整備の目標と優先

順位を踏まえた具体的な取組内容を取りまとめた ｢ 東京水道施設整備マスタープラン ｣ を、また、

令和３年度から７年度までの５年間に取り組む施策の事業計画と財政計画を明らかにした ｢ 東京水

道経営プラン２０２１｣を令和３年３月に策定した。

ア　基幹ライフラインの運営

（ア）安定（24時間常時供給）

都が水道水源の約８割を依存する利根川・荒川水系の水資源開発は、全国の主要水系に比べて渇

水に対する安全度が低い計画になっている。

また、国は、近年の降雨状況から、利根川流域のダム等から安定的に供給できる水量が、当初計画

していた水量よりも低下していることを明らかにしている。

近年、利根川水系では、３年に１回程度の割合で取水制限を伴う渇水が発生している。

さらに、将来の温暖化による積雪量の減少や融雪時期の早期化など、水資源への影響が懸念され

ており、今後、これまで経験したことのない厳しい渇水が発生する可能性もある。

こうしたことを踏まえ、平常時はもとより渇水の際にも安定給水を確保できるよう、八ッ場ダム

建設事業及び水源地域整備事業に係る経費の負担を行い、国により整備が進められてきた八ッ場ダ

ムが、令和２年３月に完成し、同年４月から運用を開始した。

また、利根川水系上下流交流事業を通じて、水源県等との協力関係を一層深めるなど、引き続き、
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第１章　概　　説
　１  令和４年度事業の概況
　（１）総括事項

水道事業の最大の使命は、現在及び将来にわたり都民生活や首都東京の都市活動に欠かすことの
できない清浄な水を安定して供給することにある。この使命を確実に果たすとともに、多様化・高
度化する都民ニーズに着実に応えていくため、都は従来から一貫して水道需要に対応した水源の確
保、水道施設の整備・拡充、水質管理体制の強化、お客さまサービスの向上等に努めてきた。

一方、今後は、都の人口が令和 12 年をピークに減少に転じ、これに伴い料金収入が減少してい
く中、高度経済成長期に整備した大規模浄水場等の施設を適切に更新していく必要がある。

また、水道法の改正により官民連携や広域連携等による基盤強化が明記されたことに加え、気候
変動による自然災害の多発、デジタルトランスフォーメーションの推進など、都の水道事業を取り
巻く環境は、かつて経験したことのない局面にある。

こうした状況を踏まえ、令和２年７月に、より長期的な視点に立ったおおむね 20 年間の事業運
営の基本的な方針である ｢ 東京水道長期戦略構想２０２０｣ を策定した。また、この長期戦略構想
で掲げた目指すべき将来の姿を実現するため、令和３年３月、令和３年度から令和７年度までの事
業計画と財政計画を定めた ｢ 東京水道経営プラン２０２１｣ を策定した。

令和４年度は、この ｢ 東京水道経営プラン２０２１｣ の２年目として、｢ 強靭で持続可能な水道
システムの構築 ｣、｢ お客さまとつながり、信頼される水道の実現 ｣ 及び ｢ 東京水道を支える基盤
の強化 ｣ の３つの柱に沿って、計画に掲げた主要施策を中心に、事業を着実に推進した。

ア　強靭で持続可能な水道システムの構築
（ア）安定給水

都が水道水源の約８割を依存する利根川・荒川水系の水資源開発は、５年に１回程度発生する規
模の渇水に対応することを目標としており、全国の主要水系や諸外国の主要都市と比べて、渇水に
対する安全度が低い計画となっている。

また、将来、積雪量の大幅な減少や雨の降らない日の増加などの気候変動が進むことにより、河
川やダムなどの供給能力が低下するなど渇水のリスクが高まることが懸念されている。

こうしたことを踏まえ、水源の安定化を図るとともに、確保した水源を最大限活用していくため、
国が整備を進める霞ヶ浦導水事業に係る経費の負担を行っている。

また、小河内貯水池については、堤体の安全性と貯水機能を維持し、今後 100 年以上運用してい
くため、堤体や貯水池などの施設ごとに、必要な整備や維持管理方針をとりまとめた予防保全計画
を策定した。

さらに、利根川水系上下流交流事業を通じて、水源県等との協力関係を一層深めるなど、引き続
き、水源開発への理解の促進に努めた。

多摩川水系の水源では、上流域全域における森林の育成・管理を着実に行い、小河内貯水池の保
全及び安定した河川流量の確保を図るため、令和４年度は、上流域の管理が十分でない民有林を新
たに約 343 ヘクタール購入するとともに、整備を実施するなど、水源地の保全に努めた。

また、水源地保全の重要性や取組に対する都民の理解促進等を図るため、｢ みんなでつくる水源
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水源開発への理解の促進に努めた。

多摩川水系の水源では、上流域全域において森林を育成・管理し、安定した河川流量の確保及び小河

内貯水池の保全を図るため、令和２年度は、上流域の管理が十分でない民有林について、新たに約 267 ヘ

クタールの山林を購入するとともに、購入した山林の整備を実施するなど、水源地の保全に努めた。

また、水源地保全の重要性や取組に対する理解促進等を図るため、｢みんなでつくる水源の森実施計画 ｣

に基づき、多摩川水源サポーターをはじめ都民や企業に対して、水源地の自然に関する情報や、水源林を

自宅でも楽しめるように散策動画等を配信するなど広報を強化したほか、都と協働した森づくりを行う

東京水道～企業の森 ( ネーミングライツ ) や水源林の保全育成に活用する企業協賛金制度などに協力し

ていただいた。

引き続きこれらの取組を着実に進めていくため、｢ みんなでつくる水源の森実施計画２０２１｣ を令和

３年３月に策定した。

さらに、今後一斉に更新時期を迎える大規模浄水場の更新に向け、境浄水場において代替浄水施設の

整備を進めたほか、災害や事故時だけでなく、更新等の工事の際にもバックアップ機能を確保するため、

導水施設の二重化及び送水管の二重化・ネットワーク化を進めるとともに、給水安定性の向上を図るた

め、給水所の新設・拡充を引き続き推進した。

令和２年度は、利根川水系と多摩川水系の原水を相互融通するための施設である原水連絡管の二重化

を目的として進めてきた、第二朝霞・東村山線の整備が完了した。

多摩地区の水道は、市町への事務委託が完全解消してから８年が経過したが、依然として、市町営水道

時代に整備された小規模施設が点在し、広域水道としてのスケールメリットがいかされていない。また、

送配水管がネットワーク化されておらず、バックアップ機能が十分でないなど、解決すべき課題を多く

抱えている。

こうした課題に対応するため、｢ 多摩水道運営プラン２０１７｣ に基づき、多摩地区を４つのエリアに

分け、多摩北部給水所等の拠点となる施設の整備を行うとともに、広域的な送配水管のネットワーク化

に向け、多摩南北幹線の整備を進めるなど、計画に掲げた事業を推進した。

（イ）高品質（安全でおいしい水の供給）

安全でおいしい高品質な水を確実にお届けするため、利根川水系ではオゾン及び生物活性炭による高

度浄水処理、多摩川水系では粉末活性炭による浄水処理など、流域河川の原水水質に応じた浄水処理を

行った。

また、水質管理の総合的なマニュアルである ｢ ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム ｣ に基づき、水源から

蛇口まで徹底した水質管理を行った。

貯水槽水道の設置者に対して、管理状況を把握するための調査票を送付し現状を確認するとともに、

貯水槽水道の管理について掲載したパンフレットを配布するなど、適正な管理に向けた指導・助言を

行った。

蛇口から直接水を飲むという日本が誇る水道文化を確実に次世代に継承していくため、既存の貯水槽

水道から直結給水に切り替える建物において、直結切替え見積りサービスを実施するとともに、給水管

を現状より太くする必要がある場合、配水管からメータまでの給水管増径工事を局が施行した。

また、小中学校の水飲栓直結給水化モデル事業をフォローアップとして実施し、直結給水方式の一層

の普及促進を図った。
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の森実施計画２０２１｣ に基づき、実際に水源林を訪れる ｢ 水源林ツアー ｣ を再開するとともに、｢ お
うちで水源林ツアー ｣ の配信など水源地保全の重要性をＰＲしたほか、企業からいただいた費用を水源
林の保全・育成に活用する東京水道～企業の森(ネーミングライツ)や企業協賛金制度などの取組により、
企業と連携した森づくりを推進した。

原水水質に応じた適切な対応をするために、高塩基度ＰＡＣを導入したほか、水質管理の総合的なマ
ニュアルである ｢ ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム ｣ に基づき、水源から蛇口まで徹底した水質管理を行っ
た。

また、安全で高品質な水を蛇口まで届けるため、直結給水方式への切替えに伴い給水管の増径工事が
必要となる場合、引き続き、工事の一部を水道局が施工することで、直結給水方式への切替えを促進し
たほか、貯水槽水道の設置者に対して、管理状況を把握するための調査票を送付し現状を確認するとと
もに、貯水槽水道の管理について掲載したパンフレットを配布するなど、適正な管理に向けた指導・助
言を行った。

さらに、お客さまに水道水の安全性を理解していただくため、水質基準に定めのある「健康に関する
項目」などの検出状況を簡潔に表した「あんぜん・あんしん水質指標」を局ホームページへ掲載するなど、
水質の見える化を図り、水質や安全性などの情報を引き続き発信した。

災害や事故時だけでなく、更新等の工事の際にもバックアップ機能を確保するため、導水施設の二重
化及び送水管のネットワーク化を進めたほか、予防保全型管理による水道施設の長寿命化を図り、大規
模浄水場の更新に備えた代替施設の整備を推進した。

また、大規模な震災が発生しても被害が最小限に抑えられるよう、給水所の新設拡充や更新、配水管
の耐震継手化を進めたほか、長期不使用給水管の撤去を行った。令和４年度末には、避難所や主要な駅
等を含む約 3,000 の重要施設への供給ルートにおける配水管の耐震継手化が概成した。

さらに、多摩地区の水道については、地域特性を踏まえ、合理的な配水区域に再編するため、多摩地
区を４つのエリアに分け、深大寺給水所等の拠点となる施設の整備を進めるとともに、広域的な送水管
のネットワーク化を目的として進めてきた多摩南北幹線の整備が完了し、令和５年３月から運用を開始
した。

（イ）様々な脅威への備え
震災などの自然災害が発生した場合でも被害が最小限に抑えられるよう、引き続き、配水池等の耐震

化を推進するとともに、水道管路については、避難所や主要な駅等の重要施設への供給ルートの優先的
な耐震継手化や私道内給水管の整備等を推進した。

また、大規模な停電時においても安定的に給水を確保できるよう、自家用発電設備の新設・増強に取
り組み、令和４年度は、三郷浄水場等において引き続き整備を進めた。

（ウ）新技術の活用
デジタル技術を活用したお客さまサービスの向上や将来を見据えた業務の効率化・最適化等を目的と

して水道スマートメータ導入の検討を進めてきたが、その本格化に向け、令和４年６月、｢ 水道スマー
トメータ先行実装プロジェクト推進プラン ｣ を策定した。

また、令和４年度は、約２万６千個の給水スマートメータをお客さま宅等に設置するとともに、令和
４年 10 月に自動検針等を開始した。

さらに、令和３年度からデータ取得を実施している配水小管スマートメータ ( 水圧計 ) に加えて、配
水小管スマートメータ ( 流量計 ) を３個設置し、水圧・流量・流向等のデータの取得を開始した。
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水源開発への理解の促進に努めた。

多摩川水系の水源では、上流域全域において森林を育成・管理し、安定した河川流量の確保及び小河

内貯水池の保全を図るため、令和２年度は、上流域の管理が十分でない民有林について、新たに約 267 ヘ

クタールの山林を購入するとともに、購入した山林の整備を実施するなど、水源地の保全に努めた。

また、水源地保全の重要性や取組に対する理解促進等を図るため、｢みんなでつくる水源の森実施計画 ｣

に基づき、多摩川水源サポーターをはじめ都民や企業に対して、水源地の自然に関する情報や、水源林を

自宅でも楽しめるように散策動画等を配信するなど広報を強化したほか、都と協働した森づくりを行う

東京水道～企業の森 ( ネーミングライツ ) や水源林の保全育成に活用する企業協賛金制度などに協力し

ていただいた。

引き続きこれらの取組を着実に進めていくため、｢ みんなでつくる水源の森実施計画２０２１｣ を令和

３年３月に策定した。

さらに、今後一斉に更新時期を迎える大規模浄水場の更新に向け、境浄水場において代替浄水施設の

整備を進めたほか、災害や事故時だけでなく、更新等の工事の際にもバックアップ機能を確保するため、

導水施設の二重化及び送水管の二重化・ネットワーク化を進めるとともに、給水安定性の向上を図るた

め、給水所の新設・拡充を引き続き推進した。

令和２年度は、利根川水系と多摩川水系の原水を相互融通するための施設である原水連絡管の二重化

を目的として進めてきた、第二朝霞・東村山線の整備が完了した。

多摩地区の水道は、市町への事務委託が完全解消してから８年が経過したが、依然として、市町営水道

時代に整備された小規模施設が点在し、広域水道としてのスケールメリットがいかされていない。また、

送配水管がネットワーク化されておらず、バックアップ機能が十分でないなど、解決すべき課題を多く

抱えている。

こうした課題に対応するため、｢ 多摩水道運営プラン２０１７｣ に基づき、多摩地区を４つのエリアに

分け、多摩北部給水所等の拠点となる施設の整備を行うとともに、広域的な送配水管のネットワーク化

に向け、多摩南北幹線の整備を進めるなど、計画に掲げた事業を推進した。

（イ）高品質（安全でおいしい水の供給）

安全でおいしい高品質な水を確実にお届けするため、利根川水系ではオゾン及び生物活性炭による高

度浄水処理、多摩川水系では粉末活性炭による浄水処理など、流域河川の原水水質に応じた浄水処理を

行った。

また、水質管理の総合的なマニュアルである ｢ ＴＯＫＹＯ高度品質プログラム ｣ に基づき、水源から

蛇口まで徹底した水質管理を行った。

貯水槽水道の設置者に対して、管理状況を把握するための調査票を送付し現状を確認するとともに、

貯水槽水道の管理について掲載したパンフレットを配布するなど、適正な管理に向けた指導・助言を

行った。

蛇口から直接水を飲むという日本が誇る水道文化を確実に次世代に継承していくため、既存の貯水槽

水道から直結給水に切り替える建物において、直結切替え見積りサービスを実施するとともに、給水管

を現状より太くする必要がある場合、配水管からメータまでの給水管増径工事を局が施行した。

また、小中学校の水飲栓直結給水化モデル事業をフォローアップとして実施し、直結給水方式の一層

の普及促進を図った。

−	2	−

水

道

事

業

概

説

（ウ）様々な脅威への備え（新たな危機管理）

災害等が発生した場合でも可能な限り給水を継続するため、引き続き、配水池等の耐震化を推進する

とともに、水道管路については、避難所や主要な駅等の重要施設への供給ルートの優先的な耐震継手化

や私道内給水管の整備等を推進した。

東日本大震災後の計画停電の影響により断水及び濁水が発生した教訓を踏まえ、大規模停電が発生し

た際にも平常時と同様の給水を確保できるよう、自家用発電設備の増強・整備に取り組み、令和２年度は、

金町浄水場等において整備した。

また、首都直下地震を想定し、公益社団法人日本水道協会関東地方支部内にて、｢ 地震等緊急時対応の

手引き ｣ による給水車応援要請・給水車の差配に関する情報伝達訓練を実施したほか、震災時や大規模

な水源水質事故等の非常時に備えるため、埼玉県及び川崎市との水の相互融通訓練を引き続き実施した。

さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、局重要施設へのテロ発

生に備えるため、浄水場において、警察と連携しテロ対処訓練を実施した。

イ　取組の進化・発信

（ア）お客さまとの対話（実感・信頼していただくための対話）

安全でおいしい高品質な水を実感していただくとともに、お客さまに水道事業への理解を深めていた

だくため、ボトルディスペンサー式のシンボリックな水飲栓を新たに４か所設置した。

また、主に小学４年生を対象として水道に対する理解を深めるための訪問授業を行う学校水道キャラ

バンを 866 校、乳幼児の親世代を主な対象とした地域水道キャラバンを 62 回、一般の方々を対象に発災

時の対応なども説明する地域水道キャラバンを４回実施したほか、都の水道事業の優れた技術やノウハ

ウを実感していただくとともに、水道への関心や親しみを深めていただくため、技術、景観、歴史等が特

に優れている局の施設を選定した ｢ 東京水道名所 ｣ の情報を、ＡＲ ( 拡張現実 ) や動画など様々なコン

テンツを用いて発信した。

さらに、お客さまセンターにおけるお客さま対応にＡＩ ( 人工知能 ) を活用したほか、水道料金・下

水道料金の請求のペーパーレス化を 23 区内のお客さまを対象に試行的に開始した。

（イ）地域・社会への貢献（エネルギー・環境等に配慮した活動）

地球規模での環境問題が深刻化する中、水道事業においてもより一層の環境負荷低減に向けた取組が

必要なことから、｢ 東京都水道局環境５か年計画 2020-2024｣ に基づき、エネルギー・環境施策を積極的

に推進した。

令和２年度は、金町浄水場や上北台給水所に太陽光発電設備を、玉川浄水場に省エネ型ポンプ設備を

それぞれ整備した。

また、地球温暖化対策の推進の取組が極めて優れた事業所として、｢ 都民の健康と安全を確保する環境

に関する条例 ｣ に規定された基準を満たした稲城ポンプ所及び練馬給水所がトップレベル事業所に認定

された。

（ウ）国内外水道事業体への貢献（技術力・ノウハウの発信と貢献）

全国の水道事業体、特に人材や財政基盤が脆弱な中小規模の水道事業体では、将来にわたり持続可能

な水道事業の運営に向けた経営基盤の強化が課題となっている。

そこで、広域化をはじめとする水道事業の基盤強化に資するため、都水道局、横浜市水道局、川崎市上

下水道局及び神奈川県企業庁が連携し、各事業体が有するノウハウ・技術力を活用した ｢ 首都圏水道事
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イ　お客さまとつながり、信頼される水道の実現
（ア）双方向コミュニケーション

お客さまとの直接の対話により、お客さまに水道事業への理解を深めていただき、いただいた意見や
提案を事業に反映させるため、｢ 水道サポーター制度 ｣ を活用し、令和４年度は震災対策及び水質管理
について、オンライン開催を含む交流会を 14 回実施した。

また、水道事業に対するお客さまの評価や要望を把握し、今後の事業運営に役立てるため、家庭及び
事業所、合わせて１万１千件を対象としてお客さま意識調査を行った。

さらに、お客さまと交流する多様な広報施策の展開を行った。主に小学４年生を対象として水道に対
する理解を深めるための訪問授業を行う学校水道キャラバンを 1,210 校、乳幼児の親世代を主な対象と
した地域水道キャラバンを 118 回、一般の方々を対象に発災時の対応なども説明する地域水道キャラバ
ンを 16 回実施した。

（イ）お客さまサービスの向上と業務の効率化
お客さまサービスの向上と業務の効率化を図るため、令和４年 10 月から、各種申込手続、料金の支払、

情報閲覧を一元的に受け付ける ｢ 東京都水道局アプリ ｣ の運用を開始した。また、令和５年３月には、
外国人のお客さまの利便性向上のため、アプリに英語モードを搭載した。

さらに、首都直下地震を想定し、公益社団法人日本水道協会の ｢ 地震等緊急時対応の手引き ｣ に基づき、
南関東の 11 水道事業体による合同防災訓練及び給水車応援要請・給水車の差配に関する情報伝達訓練
を実施したほか、震災時や大規模な水源水質事故等の非常時に備えるため埼玉県及び川崎市との水の相
互融通訓練を引き続き実施した。

そのほか、テロ発生による局重要施設への被害を想定し、局のセキュリティ対策行動指針及び水安全
計画に則した実戦的な対応能力を確認することを目的として、情報連絡訓練や事業所での緊急点検など
のテロ対処訓練を実施した。

（ウ）環境に配慮した事業運営
水道事業に伴う環境負荷低減の推進等を目的に策定した ｢ 東京都水道局環境５か年計画 2020-2024｣ に

基づき、令和４年度は、美住増圧ポンプ所及び江東給水所に省エネ型ポンプ設備を整備した。
また、地球温暖化対策の推進の取組が極めて優れた事業所として、｢ 都民の健康と安全を確保する環

境に関する条例 ｣ に基づき、羽村導水ポンプ所が、｢ 埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づき、朝霞
浄水場が、それぞれ規定された基準を満たし、トップレベル事業所に認定された。

そのほか、世界的なプラスチック削減の潮流や ｢ 都庁プラスチック削減方針 ｣ を踏まえ、給水スポッ
ト ｢ Ｔｏｋｙｏｗａｔｅｒ　Ｄｒｉｎｋｉｎｇ　Ｓｔａｔｉｏｎ ( ＤＳ )｣ を活用し、ペットボトルによ
らずマイボトルに水道水を給水する、環境にやさしいライフスタイルを促進するとともに、日常的な水
道水の飲用行動や水道事業への理解促進を図った。

さらに、水道水源林の保全に加えて、玉川上水については、都民に親しまれる ｢ 水と緑の空間 ｣ として、
適切に水路と法面の維持管理を行った。

 ウ　東京水道を支える基盤の強化
（ア）グループ経営の推進

都の広域水道としての一体性と責任を確保し、効率的な運営体制を構築するため、引き続き、グルー
プ経営を推進するとともに、政策連携団体へ業務を移転している。
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業体支援事業 ｣を日本水道協会関東地方支部内の事業体を対象に行った。

世界的な水問題への対応など、我が国の技術に対して高まる期待に応えるため、引き続き、途上国をは

じめとする海外からの研修の受入れ、オンラインによる国際会議への参画等を通じて国際貢献に取り組

むとともに、これまで培ってきた技術力と事業運営ノウハウの活用による海外水道事業体への技術協力

等を行った。

ウ　支える基盤

（ア） 人材(財)基盤（確保・育成）

｢ 人 ｣ は、東京水道を支える最大の基盤であり、都と政策連携団体が一体となって、現場の経験に裏付

けられた専門知識や柔軟な発想をもった人材 (財 )の確保、育成が不可欠である。

そこで、強固な人材 ( 財 ) 基盤を確立し、技術力・ノウハウを維持向上させながら、次世代へ継承して

いくため、政策連携団体と一体となった研修の実施や職員・社員の相互交流など人材育成を進め、危機

管理能力の向上や現場における実務能力の向上を図った。

また、公正取引委員会からの改善措置要求等を受けて令和元年 11 月に策定した、職場内のコミュニ

ケーションを活性化する取組等の再発防止策を順次実施するとともに、必要に応じて取組の見直し等を

図りながら、東京水道グループ全体としてコンプライアンスの徹底に取り組んだ。

さらに、これまで培ってきた現場の技術を着実に継承するとともに、次代を担う人材を計画的に育成

していくため、｢東京水道グループ人材育成方針 ｣を令和３年３月に策定した。

（イ） 運営体制（グループ経営）

令和２年４月、都の水道事業における基幹的業務を都とともに担う政策連携団体である東京水道サー

ビス株式会社及び株式会社ＰＵＣを統合し、東京水道株式会社として業務を開始した。

都の広域水道としての一体性と責任を確保し、効率的な運営体制を構築するため、引き続き、グループ

経営を推進するとともに、政策連携団体へ業務を移転している。

令和２年度は、世田谷営業所の業務を移転した。

（ウ）財政基盤（計画的・効率的な財政運営）

新型コロナウイルス感染症の影響によって、料金収入が昨年度と比べて減少する中にあっても、既定

経費の節減や資産の有効活用による収入の確保など、不断の経営努力を行うとともに、企業債の適切な

発行や積立金の活用により、世代間負担の公平性を図りながら、健全かつ安定的な財政運営を進めた。

また、大規模浄水場は、今後一斉に更新時期を迎えることから、着実に施設更新を進めていくために必

要な代替施設の整備資金の一部を自己財源により確保するため、30 億円を積み立てることとした。

なお、令和２年度は、代替浄水施設の整備関連経費に３億 8,139 万 6,000 円を取り崩し充当した。

さらに、工業用水道事業の廃止に伴い、水道事業で活用できる資産を工業用水道事業会計から有償移

管するために必要な経費をあらかじめ確保するため、40 億円を積み立てることとした。

（2）　給水状況

令和２年度は、比較的降雨に恵まれたこともあり、利根川水系と多摩川水系との相互融通など原水の

効率的運用を図るとともに、きめ細かな配水調整に努めた結果、年間を通じて安定した給水を確保する

ことができた。
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令和４年度は、葛飾営業所及び練馬給水管理所の業務並びに小作浄水場の水質管理業務を移転した。
また、グループ経営を新たなステージへと進化させるため、グループ経営に関する基本的な方針に基

づき、グループ内のガバナンスを機能させていくとともに、業務の質を向上させ、相互連携を強化する
などの取組を行っている。

（イ）強固な人材基盤
将来の水道事業を担う人材を計画的に育成していくため、｢東京水道グループ人材育成方針｣に基づき、

東京水道グループが一体となって人材育成の取組を推進した。
また、継承すべき技術の体系化・見える化、組織的なＯＪＴ、効果的な研修の実施など、重点的な取

組を明確化し、中長期を見据えた効果的な人材育成・技術継承を引き続き推進した。
そのほか、水道工事の担い手確保のための取組など、水道事業を支える重要な基盤である水道工事事

業者の環境改善に向けた取組を引き続き行った。
また、これまで培ってきた技術力や広域化のノウハウなどの強みを活かし、都水道局、横浜市水道局、

川崎市上下水道局及び神奈川県企業庁が連携し、各事業体が有するノウハウ・技術力を活用した ｢ 首都
圏水道事業体支援事業 ｣ を日本水道協会関東地方支部内の事業体を対象に実施した。

さらに、世界的な水問題への対応など、我が国の技術に対して高まる期待に応えるため、引き続き、
途上国をはじめとする海外からの研修の受入れ、オンラインによる国際会議への参画等を通じて国際貢
献に取り組むとともに、これまで培ってきた技術力と事業運営ノウハウの活用による海外水道事業体へ
の技術協力等を行っている。令和４年９月には国際水協会 ( ＩＷＡ ) 世界水会議・展示会がデンマーク
のコペンハーゲンで開催され、当局から４名が参加し、ワークショップへの参加及び展示会におけるブー
ス出展等を行った。

（ウ）健全な財政基盤
新型コロナウイルス感染症の影響によって、料金収入が前年度と同水準に留まる中にあっても、既定

経費の節減や資産の有効活用による収入の確保など、不断の経営努力を行うとともに、企業債の適切な
発行や積立金の活用により、世代間負担の公平性を図りながら、健全かつ安定的な財政運営を進めた。

なお、令和４年度は、代替浄水施設の整備関連経費に大規模浄水場更新積立金８億 2,800 万円を取り
崩し充当した。

また、工業用水道事業の廃止に伴い、水道事業で活用できる資産を工業用水道事業会計から有償移管
するための経費に、工業用水道事業施設等移管経費積立金 140 億円を取り崩し充当した。

（2）給水状況

令和４年度は、最大需要期の夏季においては少雨であったが、利根川水系と多摩川水系との相互融通
など原水の効率的運用を図るとともに、きめ細かな配水調整に努めた結果、年間を通じて安定した給水
を確保することができた。

令和５年３月 31 日時点における給水件数は、797 万 5,294 件で、前年度より 10 万 8,339 件増加した。
年間総配水量は、15 億 1,665 万 3,900 立方メートルで、前年度より 473 万 7,200 立方メートル減少した。
また、一日最大配水量は、450 万 3,500 立方メートルであった。

なお、令和４年度の漏水率は、3.7 パーセントであった。
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業体支援事業 ｣を日本水道協会関東地方支部内の事業体を対象に行った。

世界的な水問題への対応など、我が国の技術に対して高まる期待に応えるため、引き続き、途上国をは

じめとする海外からの研修の受入れ、オンラインによる国際会議への参画等を通じて国際貢献に取り組

むとともに、これまで培ってきた技術力と事業運営ノウハウの活用による海外水道事業体への技術協力

等を行った。

ウ　支える基盤

（ア） 人材(財)基盤（確保・育成）

｢ 人 ｣ は、東京水道を支える最大の基盤であり、都と政策連携団体が一体となって、現場の経験に裏付

けられた専門知識や柔軟な発想をもった人材 (財 )の確保、育成が不可欠である。

そこで、強固な人材 ( 財 ) 基盤を確立し、技術力・ノウハウを維持向上させながら、次世代へ継承して

いくため、政策連携団体と一体となった研修の実施や職員・社員の相互交流など人材育成を進め、危機

管理能力の向上や現場における実務能力の向上を図った。

また、公正取引委員会からの改善措置要求等を受けて令和元年 11 月に策定した、職場内のコミュニ

ケーションを活性化する取組等の再発防止策を順次実施するとともに、必要に応じて取組の見直し等を

図りながら、東京水道グループ全体としてコンプライアンスの徹底に取り組んだ。

さらに、これまで培ってきた現場の技術を着実に継承するとともに、次代を担う人材を計画的に育成

していくため、｢東京水道グループ人材育成方針 ｣を令和３年３月に策定した。

（イ） 運営体制（グループ経営）

令和２年４月、都の水道事業における基幹的業務を都とともに担う政策連携団体である東京水道サー

ビス株式会社及び株式会社ＰＵＣを統合し、東京水道株式会社として業務を開始した。

都の広域水道としての一体性と責任を確保し、効率的な運営体制を構築するため、引き続き、グループ

経営を推進するとともに、政策連携団体へ業務を移転している。

令和２年度は、世田谷営業所の業務を移転した。

（ウ）財政基盤（計画的・効率的な財政運営）

新型コロナウイルス感染症の影響によって、料金収入が昨年度と比べて減少する中にあっても、既定

経費の節減や資産の有効活用による収入の確保など、不断の経営努力を行うとともに、企業債の適切な

発行や積立金の活用により、世代間負担の公平性を図りながら、健全かつ安定的な財政運営を進めた。

また、大規模浄水場は、今後一斉に更新時期を迎えることから、着実に施設更新を進めていくために必

要な代替施設の整備資金の一部を自己財源により確保するため、30 億円を積み立てることとした。

なお、令和２年度は、代替浄水施設の整備関連経費に３億 8,139 万 6,000 円を取り崩し充当した。

さらに、工業用水道事業の廃止に伴い、水道事業で活用できる資産を工業用水道事業会計から有償移

管するために必要な経費をあらかじめ確保するため、40 億円を積み立てることとした。

（2）　給水状況

令和２年度は、比較的降雨に恵まれたこともあり、利根川水系と多摩川水系との相互融通など原水の

効率的運用を図るとともに、きめ細かな配水調整に努めた結果、年間を通じて安定した給水を確保する

ことができた。

−	4	−

水

道

事

業

概

説

令和３年３月 31 日時点における給水件数は、782 万 1,887 件で、前年度より 5,163 件増加した。年間

総配水量は、15億4,087万 2,300立方メートルで、前年度より186万4,500立方メートル減少した。また、

一日最大配水量は、453 万 1,800 立方メートルであった。

なお、令和２年度の漏水率は、3.7 パーセントであった。

(3)　施設整備事業

ア　水源及び浄水施設整備事業

この事業は、安定的な給水の確保を図るため、引き続き水源の確保や既存施設の更新を推進し、あ

わせて水源及び浄水施設の耐震化を図るとともに、今後一斉に更新時期を迎える浄水場の施設更新

を進めるため、代替浄水施設を整備するものであり、平成 28 年度から令和２年度までの事業費は

1,640 億円である。

令和２年度は、三郷浄水場常用自家発電設備整備工事、東村山浄水場受変電設備改良工事等を実

施した。

イ　送配水施設整備事業

この事業は、安定的かつ効率的な配水の確保及び耐震性の強化を図るため、送配水管の新設、配水管の

耐震継手管への取替、配水池等の整備を進めるものであり、平成 28 年度から令和２年度までの事業費は

5,360 億円である。

令和２年度は、２万 1,740 メートルの送配水本管整備、30 万 8,008 メートルの配水小管整備、幸町浄

水所整備工事、上北沢給水所配水池及びポンプ棟築造工事等を実施した。

ウ　給水設備整備事業

この事業は、安全でおいしい水の安定的な供給を図るため、貯水槽水道対策の一環として、小中学校の

水飲栓直結給水化をモデル事業として実施するとともに、私道内における給水管整備などを進め、給水

環境の改善を図るものであり、平成 28 年度から令和２年度までの事業費は 500 億円である。

令和２年度は、私道内給水管の整備等を実施した。

エ　その他の建設改良事業

以上のほか、既存の水道施設を総合的に見直しながら施設を更新・改良するため、浄水施設、配水施設

等の整備改良事業を行った。
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（3）施設整備事業

ア　水源及び浄水施設整備事業
この事業は、安定的な給水の確保を図るため、引き続き水源の確保や既存施設の更新を推進し、あわ

せて水源及び浄水施設の耐震化を図るとともに、今後一斉に更新時期を迎える浄水場の施設更新を進め
るため、代替浄水施設を整備するものであり、令和３年度から令和７年度までの事業費は 1,229 億円で
ある。

令和４年度は、三郷浄水場常用自家発電設備整備工事、東村山境線 ( 仮称 ) トンネル築造工事等を実
施した。

イ　送配水施設整備事業
この事業は、安定的かつ効率的な配水の確保及び耐震性の強化を図るため、送配水管の新設、配水管

の耐震継手管への取替え、配水池等の整備を進めるものであり、令和３年度から令和７年度までの事業
費は 7,596 億円である。

令和４年度は、２万 2,390 メートルの送配水本管整備、31 万 8,433 メートルの配水小管整備、和田堀
給水所２号配水池及び第二配水ポンプ所並びに管廊築造工事等を実施した。

ウ　給水設備整備事業
この事業は、安全でおいしい水の安定的な供給を図るため、私道内における給水管整備や、長期不使

用給水管の整理を進め、給水環境の改善を図るものであり、令和３年度から令和７年度までの事業費は
545 億円である。

令和４年度は、私道内給水管の整備、長期不使用給水管の整理等を実施した。

エ　その他の建設改良事業
以上のほか、既存の水道施設を総合的に見直しながら施設を更新・改良するため、浄水施設、配水施

設等の整備改良事業を行った。

（4）施設の現況

令和５年３月 31 日における施設の現況は、次のとおりである。

水 道 水 源 林 25,183 ヘクタール ( 東京都西多摩郡奥多摩町並びに山梨県甲州市、
北都留郡丹波山村及び小菅村 )

貯 水 池 ４か所 ( 小河内、村山上、村山下及び山口 )

総有効貯水量 219,754,000 立方メートル

浄 水 場 10 か所

給水施設能力 日量 6,844,500 立方メートル

主 要 給 水 所 56 か所

主要増圧ポンプ所 11 か所
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(4)　施設の現況

令和３年３月 31 日における施設の現況は、次のとおりである。

水 道 水 源 林� �24,561ヘクタール(東京都西多摩郡奥多摩町並びに山梨県甲州市、

　　　　　　　　　　北都留郡丹波山村及び小菅村)

貯 水 池� ４か所(小河内、村山上、村山下、山口)

　総有効貯水量� 219,754,000立方メートル

浄 水 場� 10か所

　給水施設能力� 日量�6,844,500立方メートル

主 要 給 水 所� 42か所

主要増圧ポンプ所� 10か所

配 水 管

　 配 水 本 管� 2,529,751メートル

　 配 水 小 管� 24,811,163メートル

　　　計� � 27,340,914メートル

(5)　財政状況

ア　収益的収支

収入は、料金収入 2,731 億 829 万 5,835 円等の営業収益 3,055 億 4,285 万 431 円、営業外収益 164

億 4,974 万 5,913 円の合計 3,219 億 9,259 万 6,344 円となった。

これに対し支出は、営業費用 2,982 億 7,840 万 6,397 円、営業外費用 38 億 8,098 万 8,114 円の合計

3,021 億 5,939 万 4,511 円であり、差引当年度純利益は、198 億 3,320 万 1,833 円となった。

イ　資本的収支

収入は、企業債収入 191 億 5,900 万円、固定資産売却収入 27 億 7,638 万 7,869 円等の合計 231 億

973 万 5,436 円であり、これに前年度からの繰越工事資金 205 億 5,048 万円を加え、総額 436 億 6,021

万 5,436 円となった。

これに対し支出は、建設改良費 917 億 161 万 8,285 円、企業債償還金 205 億 2,351 万 8,818 円の合

計 1,122 億 2,513 万 7,103 円であり、これに翌年度への繰越工事資金 196 億 5,675 万 5,000 円を加え、

総額 1,318 億 8,189 万 2,103 円となり、差引 882 億 2,167 万 6,667 円の資金不足となった。

この不足額については、損益勘定留保資金等で補塡した。

ウ　キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フローにおいては、業務活動で 765 億 501 万円を生み出し、投資・財務活動で 1,031

億 3,308 万円を使用した結果、単年度で 266億 2,807 万円キャッシュが減少し、令和２年度末のキャッ

シュ残高は、2,362 億 2,484 万円となった。
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配 水 管

配 水 本 管 2,554,619 メートル

配 水 小 管 24,911,685 メートル

　計 27,466,304 メートル

（5）財政状況

ア　収 益 的 収 支
収入は、料金収入 2,766 億 6,223 万 4,472 円等の営業収益 3,105 億 7,437 万 664 円、営業外収益 137 億 7,339

万 9,546 円及び特別利益 69 億 8,712 万 5,113 円の合計 3,313 億 3,489 万 5,323 円となった。
これに対し支出は、営業費用 3,077 億 1,125 万 2,047 円、営業外費用 35 億 7,091 万 8,575 円の合計 3,112

億 8,217 万 622 円であり、差引当年度純利益は、200 億 5,272 万 4,701 円となった。

イ　資 本 的 収 支
収入は、企業債収入 319 億 9,500 万円、固定資産売却収入５億 3,603 万 9,255 円等の合計 340 億 6,210

万 793 円であり、これに前年度からの繰越工事資金 158 億 7,940 万円を加え、総額 499 億 4,150 万 793 円
となった。

これに対し支出は、建設改良費 1,320 億 2,727 万 2,843 円、企業債償還金 191 億 5,306 万 8,021 円の合
計 1,511 億 8,034 万 864 円であり、これに翌年度への繰越工事資金 100 億 9,997 万 3,000 円を加え、総額 1,612
億 8,031 万 3,864 円となり、差引 1,113 億 3,881 万 3,071 円の資金不足となった。

この不足額については、損益勘定留保資金等で補塡した。
　　
ウ　キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フローにおいては、業務活動で 814 億 3,413 万円を生み出し、投資・財務活動で 999 億 1,825
万円を使用した結果、単年度で 184 億 8,412 万円キャッシュが減少し、令和４年度末のキャッシュ残高は、
2,205 億 4,671 万円となった。
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